
武蔵野市保育料審議会 資料 32 

年末保育について 

 

１ 事業内容 

 (1)概要 

認可保育所が休園をする 12 月 29 日、30日に保護者が就労等の理由で保育を行うことが

できない場合に、市立保育園で保育を実施する（市内の認可保育所に通園する児童が対

象）。 

 

(2)保育時間 

  12月 29日、30日の 7:30～18:30 

 

(3)利用料 

  日額 3,000円 

   

２ 他市区の利用料との比較 

 利用料 

武蔵野市 日額 3,000円 

杉並区 日額 3,000円 

練馬区 日額 3,000円 

三鷹市 １時間 750円 

小金井市 未実施 

西東京市 半日 1,500円 １日 3,000円 

 

３ 市内民間保育園の利用料との比較 

 利用料 備考 

西久保保育園 日額 3,000円 自園の園児に限る 

ふじの実保育園 日額 3,000円 自園の園児に限る 

 


